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制度運用の留意事項

本制度は、リストに掲載される全ての農薬
等について検査・分析を義務づけるもので
はありません。

・日本国内では農薬取締法等に基づき遵守・管理
されていれば、残留基準を超えることもありません。

・諸外国においても、基本的に農薬等の使用について何らか
の規制が行われている。

・国内に流通する食品は、都道府県等で、
輸入食品は、厚生労働省（検疫所）で、
残留農薬等のモニタリングが実施され、
違反事例などの結果が公表されています。
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・本制度の施行により、使用農薬等の

使用範囲が広がる（使用農薬の種類が
多くなる）ことはありません。

・国内においては、これまでどおり農薬

取締法等で決められた農薬等しか使用

できません。

・原材料（農畜水産物）の安全性を確保するよう

努めること。

国や都道府県等のモニタリング結果を踏まえ、

・原材料（農畜水産物）の農薬等の使用実態や管理

状況を調べて、適切に生産管理された農畜水産物

を調達すること。

検査・分析は、必要に応じて農薬等の使用が適正である

ことをモニタリングするために行うものであることから、

・食品製造業者・流通業者は、このような趣旨

を理解し、原材料や生産工程に関する適正

な情報入手に努めること。
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制度対応への手順

はじめに

・農薬等は適正に使用が管理されていれ
ば基準を超えることがないことから、
第一義的には生産者が安全性を担保
する義務がありますが、

・製造・加工に当たっては食品衛生法に
適合した原材料を使用することとされて
いることから、法令順守に努めてくださ
い。
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１．原材料生産地における

使用実態等の情報収集

厚生労働省や都道府県等が公表する
違反事例，主な生産・流通段階での
農薬等の使用実態等により、残留の
可能性のある農薬等の把握に努める。

２．検査・分析

使用農薬の実態を把握した上で、

念のため原材料等における残留状
況を把握したい場合は、１．の情報
収集で把握した農薬等について検
査を行う。
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残留農薬等を分析した際の食品規格適合判定デシジョンツリー

農薬等の一斉分析（物質によっては個別分析）で農薬等を検出したか

「不検出」あるいは「含有しては
ならない」に該当する農薬等か

規
格
に
不
適
合

規
格
に
適
合

Ｎｏ

Ｙｅｓ（注１）

対象外物質か
Ｎｏ Ｙｅｓ

残留基準があるか（加工食品を含む，注３）

Ｎｏ

残留基準を超えているか（注３）

Ｙｅｓ

Ｎｏ

一律基準
（0.01ppm）を超え

ているか

Ｎｏ

加工食品か

原材料に残留基準
はあるか（注３）

一律基準を超え
ているか

Ｎｏ
Ｙｅｓ

Ｙｅｓ
）

Ｙｅｓ

Ｙｅｓ（注２）

Ｎｏ（注２）

Yes Ｎｏ

）

）

Ｎｏ

Ｙｅｓ

（注１）通知等で示す分析法によるもの以外は、分析法が同等以上の性能を有しているか確認しなければならない。

（注2）原材料について分析成績を求めるものではなく、使用割合や濃縮率などから、原材料での残留が基準を超えることがあるか推定する。

（注３）一律基準は除く。

３．コミュニケーション

外部コミュニケーション

・卸売業者、小売業者あるいは消費者に対し
ては、「原材料が適正に管理されていること」
や「農薬等の使用基準が従前と変わるもので
はないこと」の理解を促すこと。

・納入業者等に対しては、「食品衛生法に適合
した原材料」であることについて、常に情報の
共有化を図ること。
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４．コミュニケーション

内部コミュニケーション

・本制度の趣旨を、周知徹底すること 。

＊工場等製造設備、原材料・製品保管倉庫等の

消毒実施施設での交差汚染、拭き取り、洗浄

＊製造部門や物流部門

（アウトソーシングしている場合は委託業者）

５．ホームページ

厚生労働省のポジティブリスト制度について
Ｑ＆Ａ

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-
anzen/zanryu2/060329-1.html

厚生労働省「輸入食品監視業務ホームページ」

http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/tp0130-1.html 

食品産業センター/留意事項
http://www.shokusan.or.jp/


